
札幌高等裁判所 

民事訴訟事務室 宛 

 

 

 

お世話になっております。 

昨日決定通知書が到着した再審案件に付き、 

最高裁判所宛 特別抗告状 を提出いたします。 

 

理由書については２週間以内という法廷期日内に 

別途再送いたします。 

また 手数料・予納切手 についても同時に同封いたします。 

 

宜しく御願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〒001-0011 

北海道札幌市北区北１１条西３丁目２－２３ 

ノースタウンハウス 222 

 

 

高桑 広仁 

 

連絡先：011-788-5132 



令和 8 年 5 月 18 日 

最高裁判所 御中 

特 別 抗 告 状 

抗

告

人 

〒001－0011    

 

住所 

北海道札幌市北区北 11 条西３丁目２－２３ 

ノースタウンハウス２２２ 

 

氏名   高桑 広仁  印 

 

 

Tel  011-788-5132     Fax  011(788)5132 

受付日付印欄 

 

 

 

 

 

 

 

 

相

手

方 

〒060-0032   

住所 

北海道札幌市中央区北２条東１丁目１番地 

 

氏名 

北海道マツダ販売株式会社 

同代表者代表取締役   横井 隆 

 

 

 

上記当事者間の札幌高等裁判所 平成・令和 7 年（ム）第１８号 

損害賠償等請求事件につき， 

             

同裁判所が令和 8年 5月 14日にした決定（令和 8年 5月 1５日に 

抗告人に送達）は不服であるから特別抗告を提起する。 

原 決 定 の 表 示 

 

１． 本件再審の訴えを却下する。 

２． 再審費用は再審原告の負担とする。 

 

 

 

 
（ □ 別紙のとおり ） 

特 別 抗 告 の 趣 旨 

原決定を破棄し，更に相当の裁判を求める。 

特 別 抗 告 の 理 由 

追って提出する。 

 


